
活動制限レベル レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
＜制限なし＞ ＜一部制限＞ ＜部分的制限＞ ＜重点的制限＞ ＜全面的制限＞

正課外活動

基本的な感染防止策を講じた上で活動
可。

認められたガイドラインを遵守し、基
本的な感染防止策を講じた上で活動
可。ただし、大学が活動内容に制限を
設ける場合がある。

認められたガイドラインを遵守し、基
本的な感染防止策を講じた上で活動
可。ただし、発声・発話・接触・密着
等が多い活動等は一部不可。なお、ガ
イドラインのレベル移行については大
学の承認が必要。その他、大学が活動
内容に制限を設ける場合がある。

認められたガイドラインを遵守し、認
められたガイドラインの最も厳しい水
準（対面活動のうち最も厳しい水
準）、もしくは大学が示した水準のい
ずれか厳しい方の水準で活動可。

活動の自粛を要請する。ただし、オン
ランの活動に限り可。

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

聖和キャンパスグラウンド 通常 179 64 32 ×
体育館アリーナ 通常 25 9 4 ×
防音室 通常 1 ×
トレーニング室 通常 1 ×
トレーニング室（鏡の間） 通常 1 ×
3号館ビアノ練習室 通常 1 ×
4号館ビアノ練習室 通常 1 ×
8号館ビアノ練習室 通常 1 ×

※　記載の数値は施設における最大収容人数となります。活動においては、各団体のガイドラインに従って活動をしてください。
※　当ガイドラインは状況によって変更される場合があります。
※　大学が必要と判断した場合、すべての活動を停止することがあります。あらかじめご了承いただき、その場合は速やかにご対応いただきますよう、ご協力よろしくお願いします。

※　本ガイドラインの適用は以下の条件を満たした団体のみ適用をする。
　（適用条件） 　

　　２．同勉強会参加者が、全部員、部長・顧問、指導者に対して新型コロナウイルス感染症に関する団体内勉強会を実施し、団体内参加者の理解を得ていること。

以　上

施設を使用するために守らなければならないガイドライン　施設利用のためのガイドライン「西宮聖和キャンパス」　 ※2021.3.5.　更新

注記１：各団体の認められたガイドラインと施設のガイドラインで、同じ項目について異なる基準が設定されている場合は、厳しい基準を適用する。
注記２：所属する学部、活動するキャンパスが「緊急措置＜臨時休校＞」に該当した場合、これに限らず、施設使用については各キャンパスの指示に従う。

◎西宮聖和キャンパス収容定員

活動制限レベル
収容定員

※　施設利用のためのガイドラインについての確認は、「ガイドライン　神戸三田キャンパス」は神戸三田キャンパス事務室に、「ガイドライン　西宮聖和キャンパス」は西宮聖和キャンパス事務室に、「ガイドライン
　　西宮上ケ原キャンパス　スポーツ施設」はスポーツ振興・統括課に、「ガイドライン　西宮上ケ原キャンパス　スポーツ施設以外」は学生課までお願いします。

　　１．「新型コロナウイルス感染症勉強会」に参加していること。
　　　　・「体育会・応援団総部」対象の勉強会は、2021年2月中にスポーツ振興・統括課が既に実施。
　　　　・「体育会・応援団総部以外の課外活動団体」対象の勉強会は、2021年3月中に実施予定。
　　　　　各団体への案内は、「神戸三田キャンパス　登録団体」へは神戸三田キャンパス事務室から、「西宮聖和キャンパス　登録団体」へは西宮聖和キャンパス事務室から、その他の団体へは学生課からおこないます。

　　３．団体内勉強会の議事録を次の事務室へ提出すること。
　　　　・「体育会・応援団総部」はスポーツ振興・統括課（spbn@kwansei.ac.jp）へ、神戸三田キャンパス　登録団体」へは神戸三田キャンパス事務室（kgac@kwansei.ac.jp）へ、「西宮聖和キャンパス　登録団体」へは
　　　　　西宮聖和キャンパス事務室（seiwashisetushinsei@kwansei.ac.jp）へ、その他の団体は学生課（kg-kagai@kwansei.ac.jp）へ提出すること。

　　注意：なお、勉強会への参加がない場合は、活動水準を制限する場合があります。
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